
第2084号（第3種郵便物認可）平成29年（2017年）5月1日（5）

申請書作成システムは申請書が無料で作成できます。

申請書印刷
登録が完了すると
安全性評価申請書を自動作成
（PDFファイルにて作成）

全ト協ホームページに
アクセス

①ログイン登録手続き（※）

インターネット

②申請書情報入力

申請書（本通・控え計４部）、
自認書（申請方式による）を印刷

※Web 申請書作成システムのメインメニューに「入力マニュアル」（PDF ファイル）を用意していますのでご利用ください。

Ｇマーク
Web申請書
作成ページ

システム稼働期間は平成29年4月17日（月）～平成29年7月14日（金）まで
※誤って申請書実費を振り込んだ場合は、返金できませんのでご注意ください。

無料で申請書が
作成できます。

全ト協
データベース
サーバー

Ｗeb申請書作成システム　https://gmark.jta.or.jp/gmark/

第1号様式
（新規用）

第6号様式
（更新用）

複写式申請書による申請には申請書の実費（1,000円（税込））を収受します。

地方実施機関窓口で
申請書を取得

必要事項を手書きで記入

郵便局で実費の支払い

申請書実費の振込期間は平成29年5月1日（月）～平成29年7月14日（金）まで

5 5 0 2 9 6
5 5 0 2 9 6

申請書実費　１,０００円

000 0000
●●県●●市●●町０丁目 0-0
●●運輸株式会社
●●●営業所
役職　●● ●●

000  000  0000

1 0 0 0
公益社団法人
全日本トラック協会

公益社団法人
全日本トラック協会

1 0 0 0
●●運輸株式会社
●●●営業所
 役職 ●● ●●

00190 ０00190 ０

※振り込まれた申請書実費は返金できませんのでご注意ください。

払込取扱票への記入事項

①口座記号：00190－0
口座番号：550296
金　　額：1,000円
加入者名：公益社団法人 全日本トラック協会

②通　信　欄：申請書実費 1,000円

③ご依頼人：申請書に記載した「郵便番号」
　　　　　「住所」「会社名　営業所名」
　　　　　「役職　氏名」「電話番号」
　　　　　を記入してください。

① ①

②

③

※払込手数料はご負担願います。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.5をご確認下さい。 ①申請者 控

（第６号様式）
受 付 印受付No.

印
捨

※有の場合には自動車事故報告書の写し及び当該事故に関する関連資料を本紙に添付すること。

安全性評価申請書（更新）

申　請　年　月　日　　   平成　　年　　月　　日

会 　 社 　 名
事業所（営業所）名

代表者名及び役職　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事業者（本社）名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事業者（本社）
の 所 在 地

事業者（本社）
代 表 者 名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

 一般・特積・霊柩・特定
その他（　　　　　　　　  ）

印

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 明・大・昭・平　　年　　月　　日
②　配置車両数５両以上について 配置事業用自動車数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（平成　 年　 月　 日）

有 ・ 無 （平成　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

会　　社　　名
事業所（営業所）名

（会社名）

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）の
代表者名及び役職

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
氏名及び役職

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

事業者番号
（数字1 2桁）

平成２３年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う平成２６年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性
評価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の平成２６年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

7月1日現在の認定番号

評価の希望の有無
（いずれかを○で囲んで下さい）

選択方式
（A～E）

安全性に対する
取組の積極性
希望する
・

しない

法令の遵守状況

希望する
・

しない前回の申請方式（いずれかを○印）

新規 ・ 更新（　　）方式

初・
更新申請用

（  ）

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

印
捨

新規申請用

※有の場合には自動車事故報告書の写し及び当該事故に関する関連資料を本紙に添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日　　   平成　　年　　月　　日

会 　 社 　 名
事業所（営業所）名

代表者名及び役職　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事業者（本社）名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事業者（本社）
の 所 在 地

事業者（本社）
代 表 者 名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

 一般・特積・霊柩・特定
その他（　　　　　　　　  ）

印

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 明・大・昭・平　　年　　月　　日
②　配置車両数５両以上について 配置事業用自動車数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（平成　 年　 月　 日）

有 ・ 無 （平成　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

会　　社　　名
事業所（営業所）名

（会社名）

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）の
代表者名及び役職

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
氏名及び役職

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

事業者番号
（数字1 2桁）

平成２３年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う平成２６年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性
評価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の平成２６年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.5をご確認下さい。

その他
資料

第1号様式または第6号様式
（本通・控え計4部）

振替払込請求書
兼受領証のコピー
（第６号様式）

（第６号様式）

（第６号様式）

（第１号様式）

（第１号様式）

（第１号様式）

①申請者 控

（第１号様式）
受 付 印受付No.

印
捨

新規申請用

※有の場合には自動車事故報告書の写し及び当該事故に関する関連資料を本紙に添付すること。

安全性評価申請書

申　請　年　月　日　　   平成　　年　　月　　日

会 　 社 　 名
事業所（営業所）名

代表者名及び役職　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事業者（本社）名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事業者（本社）
の 所 在 地

事業者（本社）
代 表 者 名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

 一般・特積・霊柩・特定
その他（　　　　　　　　  ）

印

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 明・大・昭・平　　年　　月　　日
②　配置車両数５両以上について 配置事業用自動車数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（平成　 年　 月　 日）

有 ・ 無 （平成　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

会　　社　　名
事業所（営業所）名

（会社名）

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）の
代表者名及び役職

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
氏名及び役職

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

事業者番号
（数字1 2桁）

平成２３年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う平成２６年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性
評価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の平成２６年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.5をご確認下さい。

※本申請書を用いて申請する場合、申請書実費１，０００円（消費税込）が必要となります。
　詳細は「申請案内」P.5をご確認下さい。 ①申請者 控

（第６号様式）
受 付 印受付No.

印
捨

※有の場合には自動車事故報告書の写し及び当該事故に関する関連資料を本紙に添付すること。

安全性評価申請書（更新）

申　請　年　月　日　　   平成　　年　　月　　日

会 　 社 　 名
事業所（営業所）名

代表者名及び役職　　　　　　　　　　　　　

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関　殿

［貨物自動車運送事業者（本社）］

【申請資格要件】

事業者（本社）名

フリガナ

フリガナ

フリガナ
事業者（本社）
の 所 在 地

事業者（本社）
代 表 者 名

本申請に係る本社
担当部署名及び電話

貨物自動車運送
事 業 の 種 類

 一般・特積・霊柩・特定
その他（　　　　　　　　  ）

印

①　事業開始後３年経過について 事 業 開 始 年 月 日 明・大・昭・平　　年　　月　　日
②　配置車両数５両以上について 配置事業用自動車数 　　　　　両（うち被けん引車　　  両）
③　申請欠格期間の経過について 過去の認定取消等の有無 無  ・ 有（平成　 年　 月　 日）

有 ・ 無 （平成　 年　 月　 日提出）

【自動車事故報告書の提出】

［申請事業所（営業所）］

会　　社　　名
事業所（営業所）名

（会社名）

（役職） （氏名）

（役職） （氏名）

（営業所名）

事業所（営業所）の
代表者名及び役職

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

事業所（営業所）
所　　在　　地

連絡先担当者の
氏名及び役職

（　　　）
（　　　）

（　　　 ）

人
人全従業員数

選任運転者数

事業者番号
（数字1 2桁）

平成２３年１２月１日以降に発生した事故に係る自動車事故報告書
の運輸支局等への提出について

電　話
ＦＡＸ

〒

　当事業所（営業所）は、貴機関が行う平成２６年度貨物自動車運送事業安全性評価事業による安全性
評価を希望し、ここに必要書類等を添えて申請します。
　なお、申請に当たり、当事業所（営業所）は、下記のとおり、必要な資格要件を満たしていること
を申告します。
　また、当事業所（営業所）は、貴機関が安全性評価事業を行うに際して、当事業所（営業所）の行政
処分の累積点数並びに当事業所（営業所）の自動車事故報告規則第２条各号に規定する事故に関し、
国土交通省から必要な情報の提供を受けることについて同意します。

　当事業所（営業所）の平成２６年７月１日現在における申請資格に関する状況は次のとおりです。

7月1日現在の認定番号

評価の希望の有無
（いずれかを○で囲んで下さい）

選択方式
（A～E）

安全性に対する
取組の積極性
希望する
・

しない

法令の遵守状況

希望する
・
しない前回の申請方式（いずれかを○印）

新規 ・ 更新（　　）方式

初・
更新申請用

（  ）

「Web申請書作成システム」で作成した申請書による申請【無料】 複写式申請書による申請【申請書実費 1,000 円（税込）】

※注意事項
　申請書実費を支払った際の振替
払込請求書兼受領証のコピーがな
いと受付できません。
　申請受付期間中に、受付されな
かった申請は、無効となります。

所属する都道府県の
地方実施機関へ
その他資料と合わせ、
申請書を提出

所属する都道府県の
地方実施機関へ
その他資料と合わせ、
申請書を提出

所属する都道府県の
地方実施機関へ
その他資料と合わせ、
申請書を提出

所属する都道府県の
地方実施機関へ
その他資料と合わせ、
申請書を提出

※注意事項
　web での申請書作成後、必ず所
属する実施機関において受付手続
きが必要となります。
　申請受付期間中に、受付されな
かった申請は、無効となります。

申請受付、受付印押印

地方適正化実施機関

受付完了受付完了

※更新対象事業所
は、事前に「更
新のご案内」の
ハガキにて、ロ
グイン用の IDと
パスワードを案
内しています。

郵便局に備え付けの払込取扱票で申請
書実費（1,000円税込）を振込み、
振替払込請求書兼受領証を受け取る。

郵便局で発行された
振替払込請求書兼受領証
（※ATMを利用した場合
は「ご利用明細票」）をＡ
4用紙でコピーし、複写式
申請書に添付する。

平成29年度貨物自動車運送事業安全性評価事業「申請書作成および申請方法」（4面に関連）
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労
働

基
準
監
督
署
の
立
入
調
査
を

受
け
た
︒
一
方
︑
そ
の
頃
社

内
で
は
︑
尾
上
氏
が
社
長
に

就
任
す
る
と
い
う
代
表
者
交

代
の
準
備
を
し
て
い
た
時
期

だ
っ
た
︒
尾
上
氏
は
︑
社
長

に
就
任
す
る
に
あ
た
っ
て
︑

﹁
こ
れ
ま
で
の
会
社
の
良
く

な
い
部
分
を
少
し
ず
つ
で
も

改
善
し
て
︑
今
後
も
経
営
が

持
続
で
き
る
よ
う
な
良
い
会

社
を
作
り
た
い
﹂
と
い
う
思

い
か
ら
︑
会
社
を
ゼ
ロ
か
ら

作
り
直
し
て
い
く
こ
と
を
決

意
︒﹁
良
い
会
社
に
す
る
た

め
に
は
︑
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
取
り
組
ん
で
い
け
ば
い

い
の
か
﹂
と
検
討
を
進
め
て

い
た
時
に
︑
Ｇ
マ
ー
ク
の
話

を
聞
い
た
の
だ
と
い
う
︒

　

同
社
で
は
︑
会
社
を
改
善

さ
せ
て
い
く
た
め
の
指
針
と

な
る
Ｇ
マ
ー
ク
取
得
を
決

断
︒
取
り
組
み
の
結
果
︑
24

年
12
月
に
Ｇ
マ
ー
ク
を
取
得

し
た
︒

❖ 

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
か
ら

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
へ

自
覚
が
生
ま
れ
た
こ
と
で

ミ
ス
が
減
少

　

自
社
改
革
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
Ｇ
マ
ー
ク
取
得
︒
同

社
に
お
け
る
﹁
良
い
会
社
﹂

へ
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組

み
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
︒

　

尾
上
氏
が
社
長
に
就
任
す

る
前
ま
で
は
︑
社
長
が
意
思

決
定
を
行
い
︑
そ
の
実
行
を

下
部
組
織
に
指
示
す
る
﹁
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
﹂
の
経
営
が

行
わ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

尾
上
氏
が
社
長
に
就
任
し
た

際
に
︑
経
営
体
制
の
見
直
し

を
図
る
目
的
で
︑
社
内
に
総

務
・
業
務
・
管
理
・
営
業
・

経
理
・
法
務
の
各
セ
ク
シ
ョ

ン
を
配
置
︒
各
セ
ク
シ
ョ
ン

が
主
体
的
に
業
務
を
遂
行
し

て
い
く
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
型
﹂
の
経
営
に
変

え
る
こ
と
で
︑
社
内
の
活
性

化
を
図
っ
た
︒こ
れ
に
よ
り
︑

社
員
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
み
ん
な

で
会
社
を
作
っ
て
い
く
﹂
と

い
う
気
持
ち
に
変
化
し
て
き

た
︒
例
え
ば
︑
社
員
に
自
覚

や
責
任
感
が
生
ま
れ
て
き
た

こ
と
で
︑
事
故
に
繋
が
る
よ

う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ス
が

減
っ
て
き
た
と
い
う
︒

　

運
送
会
社
に
と
っ
て
︑
事

故
の
発
生
は
経
営
面
で
大
き

な
﹁
無
駄
﹂
と
な
る
︒
社
員

全
員
が
自
発
的
に
安
全
性
向

上
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る

こ
と
で
︑
経
営
に
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
る
﹁
無
駄
﹂
を
省
く

こ
と
が
で
き
る
︒
対
人
・
対

物
保
険
を
使
用
す
る
よ
う
な

大
き
な
事
故
が
な
く
な
る

と
︑
保
険
料
の
料
率
が
下
が

り
︑
会
社
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
︒
負
担
軽
減
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
利
益
を
︑
ボ
ー
ナ

ス
や
給
与
手
取
り
額
の
ア
ッ

プ
と
い
う
形
で
社
員
に
還
元

さ
せ
る
こ
と
で
︑
社
員
の
生

活
の
質
が
上
が
る
︒
社
員
が

安
心
し
て
働
く
こ
と
の
で
き

る
職
場
環
境
に
な
る
こ
と
で
︑

若
い
人
た
ち
が
多
く
入
社
す

る
よ
う
に
な
る
︒
保
険
料
率

の
ケ
ー
ス
は
ひ
と
つ
の
例
で

は
あ
る
が
︑
同
社
で
は
︑
経

営
体
制
を
見
直
し
た
こ
と
で

好
循
環
が
生
み
出
さ
れ
︑
持

続
可
能
な
経
営
が
実
現
し
た

の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
25
年
か
ら
は
︑
乗

務
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
強
化
を
図
る
た
め
に
︑﹁
賞

罰
委
員
会
﹂
を
お
お
よ
そ
月

１
回
開
催
し
て
い
る
（
写
真

㊤
）︒
こ
れ
は
︑
乗
務
員
（
代

表
・
副
代
表
の
２
人
）
と
事

務
職
（
３
人
）
で
構
成
さ
れ

て
お
り
︑
提
案
さ
れ
た
業
務

改
善
に
資
す
る
意
見
や
要
望

を
議
論
し
︑
実
現
を
図
ろ
う

と
す
る
た
め
の
も
の
︒
乗
務

員
の
代
表
と
副
代
表
は
︑
２

年
に
１
度
行
わ
れ
る
乗
務
員
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自
社
内
で
の

整
備
体
制
を
充
実

事
故
に
繋
が
る
故
障
を

未
然
に
防
ぐ

　

続
い
て
は
︑
同
社
に
お
け

る
安
全
性
向
上
へ
の
取
り
組

み
を
見
て
い
く
︒
主
な
取
り

組
み
と
し
て
は
表
の
通
り
で

あ
る
が
︑
中
で
も
注
目
さ
れ

る
の
は
自
社
整
備
体
制
の
充

実
ぶ
り
で
あ
る
︒

　

同
社
で
は
︑
社
内
に
整
備

の
選
挙
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

て
い
る
︒

　

賞
罰
委
員
会
で
は
︑
輸
送

の
安
全
性
向
上
に
関
わ
る
提

案
も
多
数
上
げ
ら
れ
︑
委
員

会
で
の
議
論
を
通
じ
て
﹁
ど

う
す
れ
ば
よ
り
高
い
安
全
性

が
確
保
で
き
る
か
﹂を
追
求
︒

必
要
に
応
じ
て
他
の
社
員
か

ら
の
意
見
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
す

る
な
ど
︑
委
員
会
の
メ
ン
バ

ー
だ
け
で
な
く
全
て
の
社
員

一
人
ひ
と
り
に
考
え
さ
せ
る

機
会
に
も
な
っ
て
い
る
︒
委

員
会
で
決
定
し
た
内
容
は
尾

上
社
長
の
も
と
に
報
告
さ

れ
︑
承
認
さ
れ
た
の
ち
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

　
﹁
委
員
会
で
は
︑
乗
務
員

な
ど
か
ら
か
な
り
突
っ
込
ん

だ
提
案
も
出
て
き
て
い
ま
す
︒

乗
務
員
の
意
見
を
吸
い
上

げ
︑
実
行
さ
せ
て
い
く
こ
と

の
で
き
る
体
制
が
で
き
た
こ

と
で
︑
当
社
に
お
け
る
安
全

へ
の
取
り
組
み
に
も
よ
り
積

極
性
が
増
し
て
き
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
﹂（
尾
上
社
長
）

工
場
を
設
け
て
お
り
︑
整
備

資
格
者
を
２
人
常
駐
さ
せ
て

い
る
︒
車
両
管
理
で
は
︑
同

社
独
自
の
点
検
基
準
を
設
け

て
お
り
︑
整
備
不
良
に
よ
る

故
障
や
事
故
の
予
防
に
役
立

っ
て
い
る
︒
同
社
で
は
エ
ン
ジ

ン
オ
イ
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
お

り
︑良
質
な
オ
イ
ル
を
使
い
︑

頻
繁
に
オ
イ
ル
交
換
を
行
っ

て
い
る
︒
ピ
ッ
ト
内
で
は
︑

整
備
資
格
者
が
エ
ン
ジ
ン
か

ら
抜
い
た
オ
イ
ル
を
手
で
触

れ
る
︒
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
に

鉄
粉
が
混
じ
っ
て
い
る
よ
う

だ
と
︑
エ
ン
ジ
ン
内
部
の
ど

こ
か
が
削
れ
て
い
て
︑
い
ず

れ
エ
ン
ジ
ン
に
不
具
合
が
出

て
く
る
と
予
測
︒
不
具
合
が

出
る
前
に
エ
ン
ジ
ン
の
載
せ

替
え
な
ど
と
い
っ
た
措
置
を

行
い
︑
運
行
中
の
ト
ラ
ッ
ク

の
故
障
や
そ
れ
に
伴
う
事
故

の
発
生
を
防
い
で
い
る
︒
ま

た
︑
冷
凍
・
冷
蔵
機
メ
ー
カ

ー
や
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
も
同

社
本
社
の
近
く
に
あ
る
た

め
︑
冷
凍
・
冷
蔵
機
や
タ
イ

ヤ
な
ど
に
不
具
合
が
発
見
さ

れ
た
際
に
は
即
座
に
対
応
し

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
乗
務
員
に
対
し
て

は
︑
年
２
回
の
健
康
診
断
の

ほ
か
︑﹁
疲
労
蓄
積
チ
ェ
ッ
ク
﹂

を
毎
月
実
施
し
て
い
る
︒
先

に
も
述
べ
た
通
り
︑
同
社
で

は
長
距
離
輸
送
が
主
体
と
な

っ
て
い
る
︒
疲
労
蓄
積
に
よ

る
過
労
運
転
や
︑
そ
れ
に
よ

る
健
康
起
因
事
故
を
防
ぐ
た

め
に
︑
同
チ
ェッ
ク
を
通
じ
て

仕
事
に
よ
る
負
担
度
を
確

認
︒
結
果
に
問
題
が
認
め
ら

れ
た
際
に
は
通
院
さ
せ
る
な

ど
の
措
置
を
取
り
︑
疲
労
蓄

積
が
引
き
金
と
な
る
よ
う
な

事
故
の
防
止
に
繋
げ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
︑
外
部
講
師
を
招

い
て
の
研
修
や
︑
自
社
内
で

の
安
全
教
育
も
実
施
︒
国
土

交
通
省
告
示
の
﹁
法
定
11
項

目
研
修
﹂（
29
年
３
月
12
日

か
ら
は
12
項
目
）
で
は
︑
受

講
時
に
パ
ソ
コ
ン
に
乗
務
員

そ
れ
ぞ
れ
の
Ｉ
Ｄ
を
入
力
し

な
い
と
受
講
で
き
な
い
よ
う

な
仕
組
み
に
し
た
︒
こ
れ
に

よ
り
︑
乗
務
員
が
い
つ
受
講

し
た
の
か
が
デ
ー
タ
と
し
て

記
録
さ
れ
る
た
め
︑
受
講
漏

れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
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安
全
性
を
向
上
さ
せ

好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
で

経
営
の
持
続
性
を
高
め
て
い
く

　

最
後
に
︑
Ｇ
マ
ー
ク
取
得

に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
尾

上
社
長
に
聞
い
た
︒
す
る
と
︑

﹁
会
社
を
良
く
し
て
い
く
た

め
の
﹃
教
科
書
﹄
と
し
て
︑

　

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
に
際
し
て

は
︑﹁
安
全
性
に
対
す
る
法

令
の
遵
守
状
況
﹂﹁
事
故
や

違
反
の
状
況
﹂﹁
安
全
性
に

対
す
る
取
組
の
積
極
性
﹂
が

評
価
さ
れ
︑
認
定
要
件
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
Ｇ

マ
ー
ク
を
取
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
︒
Ｇ
マ
ー
ク
取
得

を
通
じ
て
︑
安
全
性
の
高
い

運
送
会
社
と
し
て
し
っ
か
り

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
柄
に
つ
い
て
︑

自
社
の
取
り
組
み
状
況
を
チ

ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
社
内
の
改

善
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
は
一

度
取
得
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ

で
済
む
も
の
で
は
な
い
︒
更

新
申
請
を
行
い
︑
そ
の
都
度

評
価
を
受
け
︑
結
果
と
し
て

認
定
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
︑
認
定
は
受

け
ら
れ
な
い
︒﹁
更
新
﹂
が

あ
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
進

め
て
き
た
自
社
の
取
り
組
み

を
見
直
す
き
っ
か
け
に
も
な

る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
の
評
価

内
容
に
は
︑
運
送
会
社
を
よ

り
良
く
し
て
い
く
た
め
の
内

容
が
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
れ
を
会
社
全
体
で
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
︑

会
社
は
ど
ん
ど
ん
良
く
な
り

ま
す
︒
Ｇ
マ
ー
ク
と
い
う
基

準
が
な
け
れ
ば
︑
ど
う
し
て

も
自
社
の
取
り
組
み
が
手
探

り
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
︑

そ
の
取
り
組
み
が
適
正
な
も

の
か
ど
う
か
が
分
か
ら
な
い

ま
ま
突
き
進
ん
で
し
ま
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
︒

自
社
に
お
け
る
取
り
組
み
内

容
が
正
し
い
も
の
な
の
か
を

適
切
に
確
認
す
る
こ
と
の
で

き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
︑
Ｇ
マ

ー
ク
は
と
て
も
有
効
だ
と
考

え
て
い
ま
す
﹂（
尾
上
社
長
）

　

と
こ
ろ
で
︑
同
社
で
は
こ

れ
ま
で
も
他
の
事
業
者
か

ら
︑
自
社
に
お
け
る
安
全
へ

の
取
り
組
み
を
聞
か
れ
る
こ

Ｇ
マ
ー
ク
取
得
は

非
常
に
有
効
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま

す
﹂
と
答
え
た
︒

と
が
多
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑

尾
上
社
長
は
最
近
あ
る
こ
と

に
気
付
い
た
と
い
う
︒
以
前

ま
で
は
︑
相
談
し
て
く
る
他

の
事
業
者
に
お
け
る
安
全
へ

の
取
り
組
み
の
現
状
を
大
ま

か
に
分
類
す
る
と
︑
①
﹁
自

社
で
も
取
り
組
み
を
推
進
し

て
い
る
﹂
＝
全
体
の
約
３
分

の
１
︑
②
﹁
取
り
組
み
を
推

進
し
た
い
が
︑
や
り
方
が
分

か
ら
な
い
﹂
＝
同
︑
③
﹁
ハ

ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
て
︑
自
社

で
は
取
り
組
み
を
行
う
の
が

難
し
い
﹂
＝
同
︱
︱
と
い
っ

た
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒し
か
し
︑

昨
年
暮
れ
か
ら
は
︑
②
の
事

業
者
が
少
な
く
な
っ
た
一
方

で
︑
③
が
多
く
な
っ
て
い
る

と
感
じ
る
と
い
う
︒

　
﹁
経
営
環
境
の
悪
化
に
伴

い
︑
安
全
性
向
上
に
係
る
経

費
の
負
担
に
対
応
で
き
な
く

な
り
︑
安
全
へ
の
取
り
組
み

を
縮
小
し
て
し
ま
う
事
業
者

が
み
ら
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑

﹃
安
全
﹄
を
軽
視
し
︑
会
社

の
規
模
に
見
合
っ
た
安
全
へ

の
投
資
を
お
ろ
そ
か
に
し
て

い
る
よ
う
で
は
︑
ひ
と
つ
の

事
故
に
よ
っ
て
最
終
的
に
会

社
の
屋
台
骨
が
揺
る
が
さ
れ

る
よ
う
な
事
態
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
︒
地
方
の
運
送
会

社
を
取
り
巻
く
経
営
環
境

は
︑
非
常
に
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
現
状

維
持
で
は
決
し
て
会
社
は
良

く
な
り
ま
せ
ん
︒
現
在
︑
全

事
業
所
の
う
ち
27
・
６
％
が

Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
と
し
て
認

定
さ
れ
て
い
ま
す
︒
自
社
が

﹃
安
全
性
﹄
の
視
点
か
ら
優

良
な
事
業
所
で
あ
る
こ
と
を

示
す
Ｇ
マ
ー
ク
事
業
所
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
︑
荷
主
等

へ
の
大
き
な
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
ま
す
︒
Ｇ
マ
ー

ク
を
取
得
し
て
自
社
の
安
全

へ
の
取
り
組
み
を
活
性
化
さ

せ
る
と
と
も
に
︑
経
営
体
制

を
見
直
し
て
社
内
も
活
性
化

さ
せ
て
い
く
こ
と
で
︑
好
循

環
を
生
み
出
し
︑
経
営
の
持

続
性
を
高
め
て
い
く
︒
多
く

の
事
業
所
で
Ｇ
マ
ー
ク
を
取

得
す
る
こ
と
が
︑
運
送
業
界

全
体
の
底
上
げ
に
繋
が
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
﹂（
尾
上
社
長
）

　

４
月
17
日
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
Ｗ
ｅ
ｂ
申
請
書
作
成
シ
ス
テ
ム
の

稼
働
が
始
ま
り
︑
平
成
29
年
度
の
﹁
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
性
評
価
事

業
﹂
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
︒

　
﹃
広
報
と
ら
っ
く
﹄
で
は
︑
Ｇ
マ
ー
ク

認
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所
を
訪
問
し

て
︑
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
取
得
の
メ
リ
ッ
ト

な
ど
を
取
材
し
た
︒

　

今
回
は
︑
Ｇ
マ
ー
ク
認
定
取
得
と
と

も
に
経
営
体
制
を
刷
新
︑
社
内
の
活
性

化
を
図
り
な
が
ら
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で

の
安
全
対
策
に
取
り
組
む
︑
有
限
会
社

尾
上
運
送
（
尾
上
辰
也
代
表
取
締
役
）

を
紹
介
す
る
︒

Ｇマーク認定事業所紹介

特 集

表　同社における安全輸送に関する主な取り組み
１．デジタルタコグラフにより、速度、エンジン回転数、アイドリング、急加減速、連

続運転を徹底的に管理。事故を未然に防ぐ。
２．全社員が年１回 SDカードを申請。交通法規の厳守意識を徹底させる。
３．車両管理においては、日常点検・法定点検はもとより、整備資格者を2 人常駐

させ、当社独自の点検基準を設ける。整備不良による故障や事故を防ぐ。
４．アルコールチェックには通信タイプを導入（本人画像と測定結果のデータを送信）。
５．年２回の健診のほか、疲労蓄積チェックを毎月実施し、乗務員の健康状態を把握。
６．デジタコ等機器を活用し、休憩・休息時間等の労務管理の指導を実施。

㈲尾上運送 
［代表取締役　尾上 辰也］

本　　社　長崎県大村市今津町728-1
設　　立　昭和54年４月
資  本  金　1,000万円
従業員数　58人（うちドライバー39人）
車  両  数　42台

会社概要

取
得
事
業
所
増
加
が
運
送
業
界
全
体
の
底
上
げ
に
繋
が
る

Ｇ
マ
ー
ク
は
会
社
を
良
く
す
る
た
め
の
「
教
科
書
」

有
限
会
社
尾
上
運
送
（
長
崎
県
大
村
市
）

業務改善に資する意見などを議論する場として設けられた賞罰委員会

外部講師を招いての研修も多く開催している

自
社
整
備
工
場
を
設

置
し
、整
備
不
良
に
よ

る
故
障
・
事
故
の
発
生

を
未
然
に
防
ぐ




